
届出、排水基準の確認フロー図

※畜産関係特定施設については、一部の項目排水基準が 適用される日平均量が異なります。

いいえ 

届出は 

不要です 

別表５の 

排水基準その３ 

～その３の５が 

適用されます 

別表５の 

排水基準その３ 

～その３の５、 

及びその５が 

適用されます 

第５条第３項に基づく届出が必要です 

該当する施設がある 

有害物質を貯蔵している 

（有害物質貯蔵指定施設 

がある） 

公共用水域への水（雨水含む）の

排出がある 

有害物質を特定施設で 

使用している（有害物質使用特定

施設がある） 

別表５の 

排水基準その１ 

～その４が 

適用されます 

雨水のみ排出 

（汚水等は公共下水道に排出） ３０m³／日 以上排出 

３０m³／日 未満排出 

印旛沼流域であり、 

日排水量が１０m³以上 

である 

「別表１ 特定施設一覧」を参照 

「別表３ 排水基準を定めている項

目」の有害物質を参照 

「別表３ 排水基準を定めている項

目」の有害物質を参照 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい はい 

はい 

第５条第１項に基づく届出

が必要です 
（以下より排水基準についてご確

認ください） 

公共用水域 

への排出水 

別表５の 

排水基準その３ 

～その３の５、 

及びその４が適用

されます 

印旛沼流域であり、 

畜産関係特定施設 

である 

いいえ 

はい 
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